
一般社団法人茨城県身体障害者福祉協議会賛助会員規程（抜粋） 

（目 的） 

第１条 この規程は、定款に基づく賛助会員の入会に関する事項を定めることを目的とする。 

（賛助会員） 

第２条 賛助会員は、定款に定める目的達成のために本会が行う事業に賛同する個人又は団体

をもってあてる。 

（入会申込み） 

第３条 賛助会員になろうとする個人又は団体は、賛助会員入会申込書（様式第１号）を提出

し、かつ次条の賛助会費を納入しなければならない。 

（賛助会費） 

第４条 賛助会費は、１口の額を年間３,０００円とする。 

２ 賛助会費は、複数口を申込み、納入することができる。 

（有効期間） 

第５条 賛助会員の有効期間は、入会申込みを行い、かつ当該会費の納入が完了している年度

の間とする。 

２ 申込みの次年度以降にあって、継続して会費の納入があった場合は、その納入をもって有

効期間が継続しているものとみなす。 

（資料提供等） 

第６条 本会は、賛助会員に対して、活動情報紙「身障いばらき」の送付及びその他会長が必

要と認める資料等の提供を行う。 

 

一般社団法人茨城県身体障害者福祉協議会定款（抜粋） 

 （目 的） 

第３条 本会は，身体障害者福祉に関する情報の提供，身体障害者の社会参加に関する事業

等を行い，身体障害者の自立更生と福祉増進を図るとともに，身体障害者に関する県民の

理解を深め，もって障害者と健常者が共同してノーマライゼーションの理念に基づいた地

域社会を形成することに寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第４条 本会は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う。 

（１） 身体障害者福祉に関する情報の提供に関する事業 

（２） 障害者同士又は身体障害者と健常者とのふれあい交流に関する事業 

（３） 身体障害者のスポーツ及び文化活動への参加促進に関する事業 

（４） 身体障害者の就労支援・相談及び雇用促進のための事業 

（５） 身体障害者の情報通信技術の利用及び活用促進のための事業 

（６） 身体障害者の結婚相談及び生活相談事業 

（７） バリアフリー化の促進に関する事業 

（８） その他本会の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業は、茨城県において行うものとする。 

（法人の構成員） 

第５条 本会に次の会員を置く。 

（１） 正会員 本会の事業に賛同して入会した県内の身体障害者団体 

（２） 賛助会員 本会の事業に賛同し，その事業を推進するために入会した個人又は 

団体 

（３） 名誉会員 本会に功労があった個人若しくは団体又は学識経験者で総会において 

 推薦されたもの 



 

賛助会員入会申込書 

令和   年   月   日 

 

一般社団法人 茨城県身体障害者福祉協議会 

会 長  米 川 正 典  殿 

 

住所 

〒□□□－□□□□ 

 

                       

                  申込者（個人、又は団体） 

                   

                                         

                      

電  話                

 

                     担当者名                

 

一般社団法人 茨城県身体障害者福祉協議会賛助会員規程に基づき、下記のとおり、賛助会

員として申し込みます。 

記 

 

１.入会申込 

（１） 令和７年度賛助会員 

 

（２） 申込賛助会費 年         円 

（ 年３,０００円×   口 ） 

 

２.賛助会費納入 

 

（１）、（２）どち

らかの方法を○

で囲んで下さい。 

 

（２）の場合は納

入方法を記入願

います。 

（１） 賛助会費は、次の銀行口座に振り込みます。 

   （口座）常陽銀行 県庁支店 口座番号 １３３９７１２ 

   （名義）一般社団法人茨城県身体障害者福祉協議会 

        会 長 米 川 正 典 

   （住所）〒３１０－０８５１ 

       水戸市千波町１９１８ 

   （電話）０２９－２４３－７０１０ 

（２） 次の方法により納入いたします。 

申込みは、FAX（０２９―２４３－７０１８）によることができます。   

 


